
 

 

 

 

 

 

 

(仮称)千葉袖ケ浦火力発電所 1,2号機建設計画 

環境影響評価方法書についての 

意見の概要と事業者の見解 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 4月 
 

株式会社 千葉袖ケ浦エナジー 
 

 



目 次 

 
第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 ···········································  1 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 ············································  1 

（1）公告の日 ···································································  1 

（2）公告の方法 ·································································  1 

（3）縦覧場所 ···································································  2 

（4）縦覧期間 ···································································  3 

（5）縦覧者数 ···································································  3 

 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 ·····································  4 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 ·······································  4 

（1）意見書の提出期間 ····························································  4 

（2）意見書の提出方法 ····························································  4 

（3）意見書の提出状況 ····························································  4 

 

第 2章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と 

これに対する事業者の見解 ··················································  17 

 



- 1 - 

第1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求める

ため、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告

し、方法書及びこれを要約した書類（以下「要約書」という。）を公告の日から起算して 1

月間縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表した。 

 

(1) 公告の日 

平成 28 年 2 月 1 日（月） 

 

(2) 公告の方法 

① 日刊新聞による公告 

平成 28 年 2 月 1 日（月）付けの以下の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。（別紙 1 参照） 

・読売新聞（朝刊 31 面：千葉面） 

・朝日新聞（朝刊 25 面：千葉面） 

・毎日新聞（朝刊 27 面：千葉面） 

・産経新聞（朝刊 20 面：千葉面） 

・千葉日報（朝刊 19 面） 

 

② 「お知らせ」の実施 

上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

 

a. 日刊新聞紙によるお知らせ（別紙 2 参照） 

・日本経済新聞（朝刊 31 面：千葉・首都圏経済面 平成 28 年 2 月 2 日（火）付） 

 

b. 関係市の広報紙への掲載（別紙 3 参照） 

・袖ケ浦市広報紙「広報そでがうら 第 879 号 平成 28 年 2 月 1 日号」 

・市原市広報紙「広報いちはら 1457 号 平成 28 年 2 月 1 日号」 

・ 木更津市広報紙「広報きさらづ №742 平成 28 年 2 月号」 

 

c. 当社ウェブサイトへの掲載（別紙 4 参照） 

・当社ウェブサイト（平成 28 年 2 月 1 日（月）より） 
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(3) 縦覧場所 

自治体庁舎 13 箇所及び当社事務所 1 箇所の計 14 箇所にて縦覧を行った。 

また、インターネットの利用により、当社ウェブサイトに公表した。 

① 縦覧場所 

自治体等 縦覧場所 所在地 

千 葉 県 

千葉県庁 環境生活部環境政策課 千葉県千葉市中央区市場町 1-1 

千葉県君津地域振興事務所 

地域環境保全課 

千葉県木更津市貝渕 3-13-34 

（君津合同庁舎 3 階） 

袖ケ浦市 

袖ケ浦市役所 市政情報室 千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1-1 

長浦行政センター 千葉県袖ケ浦市蔵波 513-1 

平川行政センター 千葉県袖ケ浦市横田 115 

市 原 市 

市原市役所 環境部環境管理課 千葉県市原市国分寺台中央 1-1-1 

市原市姉崎支所 千葉県市原市姉崎 2150-1 

市原市五井支所 
千葉県市原市五井中央西 1-1-25 

（サンプラザ市原 2 階） 

木更津市 

木更津市役所 朝日庁舎行政資料室 千葉県木更津市朝日 3-10-19 

木更津市 環境部環境管理課 
千葉県木更津市潮浜 3-1 

（木更津市クリーンセンター内） 

木更津市立岩根公民館 千葉県木更津市高柳 3-2-1 

木更津市立中郷公民館 千葉県木更津市井尻 789 

木更津市立金田公民館 千葉県木更津市中島 1985 

事 業 者 株式会社千葉袖ケ浦エナジー（事務所） 

千葉県千葉市美浜区中瀬 2-6-1 

ワールドビジネスガーデン 

マリブイースト 25 階 

 

② インターネットの利用による公表 

当社ウェブサイトにおいて方法書及び要約書を公表した。（別紙 5 参照） 

また、千葉県、袖ケ浦市、市原市及び木更津市のウェブサイトと当社ウェブサイトをリ

ンクすることにより、自治体のウェブサイトから方法書及び要約書を参照可能とした。（別

紙 6 参照） 
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(4) 縦覧期間 

① 自治体庁舎 

平成 28 年 2 月 1 日（月）から平成 28 年 3 月 1 日（火）までとした。 

土曜日、日曜日、祝日を除く 9 時から 17 時まで（市原市内の縦覧場所は、8 時 30 分か

ら 17 時 15 分まで）とした。 

 

② 当社事務所 

意見書受付期間と同じ平成 28 年 2 月 1 日（月）から平成 28 年 3 月 15 日（火）までとし

た。 

土曜日、日曜日、祝日を除く 9 時から 17 時までとした。 

 

③ インターネットの利用による公表 

意見書受付期間と同じ平成 28 年 2 月 1 日（月）から平成 28 年 3 月 15 日（火）までとし、

その期間中は常時アクセス可能な状態とした。 

 

(5) 縦覧者数 

① 縦覧確認表記載者数：16 名 

（内訳） 

 千葉県庁 環境生活部環境政策課       3 名 

 千葉県君津地域振興事務所 地域環境保全課  0 名 

 袖ケ浦市役所 市政情報室          3 名 

 長浦行政センター              3 名 

 平川行政センター              0 名 

 市原市役所 環境部環境管理課        1 名 

 市原市姉崎支所               3 名 

 市原市五井支所               1 名 

 木更津市役所 朝日庁舎行政資料室      0 名 

 木更津市 環境部環境管理課         0 名 

 木更津市立岩根公民館            0 名 

 木更津市立中郷公民館            0 名 

 木更津市立金田公民館            0 名 

 株式会社千葉袖ケ浦エナジー（事務所）    2 名 

 

② 方法書及び要約書を公表した当社ウェブサイトへのアクセス数：1,026 回 
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2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明

会を開催した。 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

開催日時 開催場所 来場者数 

平成 28 年 2 月 11 日（木・祝日） 

13 時 30 分から 15 時 46 分まで 

袖ケ浦市民会館 大ホール 

（千葉県袖ケ浦市坂戸市場 1566） 
74 名 

平成 28 年 2 月 16 日（火） 

18 時 30 分から 20 時 32 分まで 

袖ケ浦市臨海スポーツセンター 体育館 

（千葉県袖ケ浦市長浦 1-57） 
83 名 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者の意

見書の提出を受け付けた。 

 

(1) 意見書の提出期間 

平成 28 年 2 月 1 日（月）から平成 28 年 3 月 15 日（火）までの間 

（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵送受付は平成 28 年 3 月 15 日（火）の消印まで有効

とした。） 

 

(2) 意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、当社への郵送による書面により受け付けた。（別

紙 7 参照） 

 

(3) 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 5 通（意見の総数：16 件）であった。 
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日刊新聞紙に掲載した公告内容 

○平成 28 年 2 月 1 日（月）掲載 

・読売新聞（朝刊 31 面：千葉面） 

・朝日新聞（朝刊 25 面：千葉面） 

・毎日新聞（朝刊 27 面：千葉面） 

・産経新聞（朝刊 20 面：千葉面） 

・千葉日報（朝刊 19 面） 
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日刊新聞紙に掲載したお知らせ 

 

○平成 28 年 2 月 2 日（火）掲載 

・日本経済新聞（朝刊 31 面：千葉・首都圏経済面） 
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関係市の広報紙に掲載したお知らせの内容（1） 

 

○広報そでがうら（第 879 号 平成 28 年 2 月 1 日号） 

 

 

○広報いちはら（1457 号 平成 28 年 2 月 1 日号） 

 

 

 

別紙 3 
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関係市の広報紙に掲載したお知らせの内容（2） 

 

○広報きさらづ（№742 平成 28 年 2 月号） 
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当社ウェブサイトに掲載したお知らせ 

 

○平成 28 年 2 月 1 日より掲載 

 

 

別紙 4 
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当社ウェブサイトでの方法書等の公表 

 

 

 

別紙 5 
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関係自治体のウェブサイト（1） 

 

○千葉県ウェブサイト 

 

 

 

 

別紙 6 
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関係自治体のウェブサイト（2） 

 

○袖ケ浦市ウェブサイト 
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関係自治体のウェブサイト（3） 

 

○市原市ウェブサイト 
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関係自治体のウェブサイト（4） 

 

○木更津市ウェブサイト 
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意見書の様式 

 

 

 

 

別紙 7 
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第2章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要と

これに対する事業者の見解 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べ

られた環境の保全の見地からの意見は 15 件であった。また、環境の保全の見地以外からの意見

が 1 件あった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方法書に

ついての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

なお、提出された意見については、原文どおり記載した。 
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環境影響評価方法書について述べられた意見の概要と当社の見解 

1.事業計画 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1 石炭火力発電の計画全般について  

（仮称）千葉袖ケ浦火力発電所 1,2 号機建設計

画は、既存の火力発電所のリプレースではなく、新

規建設計画である。2 基あわせて 200 万 kW にもな

り、国内の火力発電所建設計画では最大規模にな

る。高効率の最新技術（USC）の利用とはいえ、天

然ガスの約 2 倍もの CO2を排出し、将来への気候変

動への甚大な環境影響を及ぼすものである。環境の

観点から本計画には反対である。 

東日本大震災以降、電力需給問題等を契機に、低

廉で安定的な電気が求められています。 

石炭火力については、平成 26 年 4 月に閣議決定

された「エネルギー基本計画」において、「地政学

的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量あたりの

単価も化石燃料で最も安い」ことから、「安定供給

性と経済性に優れた重要なベースロード電源」と位

置づけられています。 

当社としては、平成 27 年 7 月に発表された電力

業界の自主的枠組みの参加者に確実に売電するこ

と、事業者が利用可能な最良の技術、いわゆる BAT

の技術を採用すること、さらにはバイオマス混焼を

検討することで、最大限の温暖化対策を行うことと

しています。 

2 石炭種・バイオマス混焼について  

設備利用率は記されているが、CO2排出原単位や

総排出量、石炭種など、算出の前提となる情報を明

示するべきである。発電端効率、送電端効率も環境

保全の見地から検討するにあたって重要な情報で

ある。そのほか、使用石炭種を変える場合、あるい

はその可能性があるのであれば、主要産炭地毎の評

価を実施すべきである。 

またバイオマス混焼についても検討していると

のことだが、混焼することによる環境影響について

も評価するべきである。 

施設の稼働の排ガスによる二酸化炭素について

は、評価項目として選定しており、二酸化炭素の年

間排出量及び発電電力量当たりの排出量（排出原単

位）並びに算出の前提となる燃料成分及び燃料使用

量等は、環境影響評価準備書に記載します。 

また、石炭については、ボイラーで専焼可能な複

数の炭種をベースに想定していますが、詳細につい

ては今後検討を行うこととしています。 

バイオマス燃料については基本的に有機物であ

り、混焼率も限られていることから、混焼の有無に

よる環境影響は変わらないと想定しています。 

3 石炭粉じんの原料は海外からのものですか。 燃料となる石炭は、海外からの輸入炭を使用する

予定です。 

なお、具体的な調達先については、今後検討して

いきます。 

4 タービンの冷却水の取入れは？ 

海水を利用の場合、水クラゲによる、取水口への

対策が必要になると思います。 

タービンを回した後の蒸気は、復水器で冷却水と

間接的に熱交換することで冷却して水に戻します。

本事業では、この復水器冷却水として、海水を利用

する計画です。 

また、ご指摘を頂きましたとおり、取水口へのク

ラゲ対策は必要となります。これについては、今後

詳細設計を進めていく過程において、必要に応じて

適切に検討し、事業計画に反映します。 
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2.大気環境 

No. 一般の意見 事業者の見解 

5 千葉県知事は計画段階環境配慮書に対する意見

の冒頭において、千葉県内ばいえん発生施設総排出

量の 1 割強の硫黄酸化物、2 割強のばいじんを排出

するとしている。 

このような大量の大気汚染物質を排出する事業

を実施する事業者の社会的責任についてどのよう

に考えますか。 

排出基準を遵守し周辺環境への影響が軽微と評

価されれば、全く問題なしですか。 

煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度は、石

炭の性状とばい煙処理設備の処理効率などにより

決まります。 

使用する石炭は、現在複数の炭種をベースに想定

していますが、環境影響評価方法書に記載したばい

煙濃度はいずれの石炭を使用した場合でも遵守で

きる値として計画しています。 

ばい煙処理の各設備については、現時点で利用可

能な最良の技術的方法を採用することで、高い処理

効率を実現し、可能な限り環境負荷を低減したいと

考えています。 

煙突高さについては、ボイラー等による建物ダウ

ンウォッシュの発生を回避するため、180m 以上と

することを基本とし、計画段階環境配慮書におい

て、煙突高さ 180m と 200m の 2 案について予測し

ました。その結果、いずれの煙突高さであっても、

計画施設の寄与濃度（年平均値の最大着地濃度）は

バックグラウンド濃度と比較して極めて小さく、将

来予測環境濃度は、環境基準の年平均相当値を十分

に下回っており、更に煙突高さが高いほど最大着地

濃度は小さくなる傾向であることから、周辺大気質

への影響を低減する観点から、本事業の煙突高さは

200m としました。また、煙突の構造は、有効煙突

高が高くなり、排ガスの拡散効果をより高めること

で周辺大気質への影響を低減できることから、集合

型煙突を採用しました。 

現在、使用する石炭及びばい煙処理設備の効率に

ついて詳細検討しているところであり、これらの検

討結果は環境影響評価準備書に記載するとともに、

大気質（窒素酸化物、硫黄酸化物、浮遊粒子状物質、

重金属等の微量物質）について予測・評価を行い、

適切な環境保全措置を検討します。 

6 光化学スモッグ発生時の対応は？ 光化学スモッグ発生時の対応については、現状、

当該地区で取り決められている対応内容を遵守す

ることを基本に、地元自治体と協議の上、整理した

いと考えています。 

7 市原火力発電所建設計画に対する環境大臣意見に

ついて 

 

 2015年11月13日に出された市原火力発電所建設

計画 計画段階環境配慮書（市原火力発電合同会社）

に対する環境大臣意見において、（別紙 2）（1）

大気環境①において、「事業実施想定区域の周辺に

は、他事業者による石炭火力発電所が環境影響評価

手続き中であり、大気汚染物質に係る累積的な影響

が懸念されることから、今後、可能な限り、環境影

響評価図書等の公開情報の収集を行う等、当該石炭

火力発電所との重畳を踏まえた予測に必要な情報

の収集に努め、必要な調査、予測及び評価を行い、

大気環境への影響低減のための適切な環境保全の

検討。」が求められており、市原火力発電合同会社

による計画と、本計画による複合的な周辺環境影響

についても考慮するべきである。 

他事業者が計画中の事業については、予測に使用

する諸元、保全措置等を含め事業の実施そのものも

当社で担保できるものではないため、当社の環境影

響評価の中で実施できる内容は限定的ですが、可能

な限り、環境影響評価図書等の公開情報の収集を行

い、準備書の作成段階において必要な情報が入手で

きた場合は、その影響についても考慮します。 
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3.廃棄物等 

No. 一般の意見 事業者の見解 

8 産業廃棄物の発生はないのですか。 発電所の建設工事及び運転に伴い、産業廃棄物が

発生する見込みです。 

これら産業廃棄物の種類や量については今後検

討することとしており、発生量を抑制するととも

に、極力有効利用に努めるほか、有効利用が困難な

ものについては、関係法令に基づき適正に処分する

計画です。 

なお、検討した産業廃棄物の種類及び量について

は、環境影響評価準備書に記載します。 

9 大量に発生する石炭灰について、セメント原料等

として全量有効利用するとしているが、全国におい

て石炭火力の新設が計画されております。このた

め、石炭灰の発生量も膨大になると思います。 

このような状況で、セメント原料としての有効利

用が困難になることは無いのでしょうか。 

セメント原料以外の有効利用の方法についても、

具体的に提示されたい。 

有効利用が困難となった場合は、発電出力を下

げ、石炭灰発生量を抑制する等により、石炭灰を産

業廃棄物として埋め立て処分することは、絶対に実

施しないと約束していただきたい。 

発生する石炭灰を全量有効利用するための用

途・方法については今後検討することとしており、

セメント原料のほか、コンクリート混和材、盛土材、

路盤材への有効利用を考えています。 

具体的な有効利用方法については今後検討し、そ

の結果を環境影響評価準備書に記載します。 

 なお、ご指摘を頂きました石炭灰を埋め立て処分

することは考えていません。 
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4.温室効果ガス等 

No. 一般の意見 事業者の見解 

10 二酸化炭素の排出削減内容を知りたい。 火力発電所は一般的に、発電効率を向上させるこ

とで、発電電力量あたりの二酸化炭素排出量を低減

します。したがって、発電設備用の材質等を改良し

蒸気条件を向上させることで、発電効率を向上して

きた経緯があります。 

火力発電所の発電効率については、国としても環

境アセスメントにおける審査基準を設けており、火

力発電所に係る内容は「東京電力の火力電源入札に

関する関係局長級会議取りまとめ」（平成 25 年 4

月、経済産業省・環境省）において、国の審査の観

点の 1 つである BAT（Best Available Technology）

が、（A）～（C）の区分ごとに「BAT の参考表＊」

（経済産業省・環境省）に整理・公表されています。 

この「BAT の参考表」において、90～110 万 kW

級の石炭火力で（A）に分類されている超々臨界圧

（USC）発電技術は、火力発電所の熱効率向上を図

るため、従来の超臨界圧（SC）発電技術の蒸気条件

（圧力：22.1MPa、温度：566℃）を更に上回る蒸気

条件を採用した発電技術です。本事業では、利用可

能な最良の技術であるこの超々臨界圧（USC）発電

技術の導入に加え、バイオマス混焼等の検討によ

り、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量の低減

を図っていきます。 

 

＊ BAT の参考表は、客観性を確保するため、経済

産業省及び環境省において、発電設備メーカーや

電気事業者等からのヒアリングをもとに、必要に

応じ外部有識者等の意見も聴き、策定・更新され

ます。原則として、毎年度見直し及び必要に応じ

随時更新されています。 

  BAT の参考表の（A）～（C）の位置づけは次

のとおりです。 

（A）経済性・信頼性において問題なく商用プラ

ントとして既に運転開始している最新鋭の

発電技術 

（B）商用プラントとして着工済みの発電技術及

び商用プラントとしての採用が決定し環境

アセスメント手続きに入っている発電技術 

（C）上記以外の開発・実証段階の発電技術 
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No. 一般の意見 事業者の見解 

11 （仮称）千葉袖ケ浦火力発電所１、２号機は、国

内の石炭火力発電所建設計画のなかで最大規模の

ものです。高効率の最新技術を利用しても、石炭火

力発電は天然ガス火力発電の約 2 倍の CO2（二酸化

炭素）を排出します。 

昨年 12 月、国連気候変動枠組条約第 21 回締約国

会議（COP21）がパリで開かれました。この会議で

「パリ協定」が合意され、世界全体で今世紀後半に

CO2の排出を実質ゼロとすることが決まりました。

本計画はこうした流れに逆行するものです。 

また、石炭を燃やせば、CO2 だけでなく、SOx、

NOx、PM2.5、水銀など人体に有害な大気汚染物質

も排出されます。性能のいい装置を使っても微量の

大気汚染物質が出てしまいます。したがって、石炭

火力発電所の建設は周辺地域住民の健康にも影響

をおよぼすことが危惧されます。 

つきましては、石炭を燃料としない方法に本計画

を変更してくださるよう要望します。 

地球温暖化問題は、地球規模で解決すべき、大き

な国際的課題です。先般の COP21 で「パリ協定」

が採択されましたが、これは、すべての主要排出国

が参加する国際的枠組として、極めて歴史的な一歩

であり、我が国も「2030 年度に 2013 年度比▲26％」

の目標達成に向け、国全体が一丸となって、温暖化

対策に取り組む必要があります。 

その中で電力業界としては、最適なエネルギー

ミックスを追及することで電力業界が一体となり、

自主的枠組みを構築し「2030 年度の二酸化炭素排

出係数 0.37kg-CO2/kWh 程度」の目標を掲げていま

す。 

この自主的枠組みの中で、それぞれの事業形態に

応じて、独自かつ個別に温暖化対策を実施し、第三

者チェックも入れた PDCA を毎年度実施すること

で、目標達成の確度を上げていくことにしていま

す。 

石炭火力については、平成 26 年 4 月に閣議決定

された「エネルギー基本計画」において、「地政学

的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量あたりの

単価も化石燃料で最も安い」ことから、「安定供給

性と経済性に優れた重要なベースロード電源」と位

置づけられています。 

当社としては、平成 27 年 7 月に発表された電力

業界の自主的枠組みの参加者に確実に売電するこ

と、事業者が利用可能な最良の技術、いわゆる BAT

の技術を採用すること、さらにはバイオマス混焼を

検討することで、最大限の温暖化対策を行うことと

しています。 

施設の稼働の排ガスによる硫黄酸化物、窒素酸化

物、浮遊粒子状物質、重金属等の微量物質及び二酸

化炭素については、今後必要な調査、予測及び評価

をするとともに、影響低減のための適切な環境保全

措置を検討します。 
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No. 一般の意見 事業者の見解 

12 二酸化炭素削減の評価手法について  

6.2.1 調査、予測及び評価の手法第 6.2-10 表に示

された「評価の手法」として「発電所から発生する

二酸化炭素に係る排出が、実行可能な範囲で回避又

は低減されているか」とあるが、石炭を燃料とする

こと自体が「実行可能な範囲で回避・低減」できて

いない。 

二酸化炭素の排出が大きい石炭を燃料としない

方法にすべきではないか。 

火力発電所に係る環境アセスメントについては、

「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会

議取りまとめ」（平成 25 年 4 月、経済産業省・環

境省）において、下記の観点により国が審査すると

されています。 

①事業者が利用可能な最良の技術（BAT）の採用

等により可能な限り環境負荷低減に努めてい

るかどうか。 

②国の二酸化炭素排出削減の目標・計画と整合性

を持っているかどうか 

 

①については、本事業は「BAT の参考表（平成

26 年 4 月時点）」（経済産業省・環境省）におけ

る「（A）経済性・信頼性において問題なく商用プ

ラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発

電技術」に分類される超々臨界圧（USC）発電技術

の導入に加え、バイオマス混焼等の検討により、発

電電力量当たりの二酸化炭素排出量の低減を図っ

ていきます。 

②については、前述の「東京電力の火力電源入札

に関する関係局長級会議取りまとめ」の中で、「枠

組全体の目標達成に向けた責任主体は、需要家に電

力を販売する小売段階に着目することを想定」、「環

境アセスメント対象となる新増設石炭火力から電

力調達を予定する電気事業者は確実に参加するこ

とを想定」とあることから、当社としては、平成

27 年 7 月に発表された電力業界の自主的枠組みの

参加者に確実に売電することで、国の目標・計画と

の整合が取れるような二酸化炭素排出削減に取り

組みます。 

また、石炭火力については、平成 26 年 4 月に閣

議決定された「エネルギー基本計画」において、「地

政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量あた

りの単価も化石燃料で最も安い」ことから、「安定

供給性と経済性に優れた重要なベースロード電源」

と位置づけられています。 

今回、電力小売全面自由化を踏まえ、電力価格の

低減や電力購入の選択肢の拡大といった社会的要

請や期待に応え、エネルギー企業としての社会的意

義を実現し、地元地域経済に貢献していくために、

石炭火力発電所を開発することにしました。 
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No. 一般の意見 事業者の見解 

13 「パリ合意」との整合性に関する評価について  

昨年 12 月、COP21 において「パリ協定」が合意

され、地球の平均気温を 1.5℃/2℃未満にすること

を目指し、今世紀後半には CO2排出が実質ゼロとす

ることが決まった。この間示された国の削減目標や

エネルギーミックスは、「パリ合意」に合うもので

もなく、長期目標も示されていないため、今後の見

直しが迫られる。 

方法書では、「国の『エネルギー基本計画』にお

いて、『地政学的リスクが化石燃料の中で最も低く、

熱量あたりの単価も化石燃料で最も安い』ことか

ら、『安定供給性と経済性に優れた重要なベース

ロード電源』と位置づけられており、その開発意義

は十分にある」と、国の方針だけを根拠に事業を推

進しているが、「パリ協定」をふまえた観点からも

環境リスクのみならず、事業リスクもふまえるべき

である。評価の手法には、「パリ協定」の批准の観

点からも計画を評価すべきである。 

地球温暖化問題は、地球規模で解決すべき、大き

な国際的課題です。先般の COP21 で「パリ協定」

が採択されましたが、これは、すべての主要排出国

が参加する国際的枠組として、極めて歴史的な一歩

であり、我が国も「2030 年度に 2013 年度比▲26％」

の目標達成に向け、国全体が一丸となって、温暖化

対策に取り組む必要があります。 

その中で電力業界としては、最適なエネルギー

ミックスを追及することで電力業界が一体となり、

自主的枠組みを構築し「2030 年度の二酸化炭素排

出係数 0.37kg-CO2/kWh 程度」の目標を掲げていま

す。 

この自主的枠組みの中で、それぞれの事業形態に

応じて、独自かつ個別に温暖化対策を実施し、第三

者チェックも入れた PDCA を毎年度実施すること

で、目標達成の確度を上げていくことにしていま

す。 

石炭火力については、平成 26 年 4 月に閣議決定

された「エネルギー基本計画」において、「地政学

的リスクが化石燃料の中で最も低く、熱量あたりの

単価も化石燃料で最も安い」ことから、「安定供給

性と経済性に優れた重要なベースロード電源」と位

置づけられています。 

当社としては、平成 27 年 7 月に発表された電力

業界の自主的枠組みの参加者に確実に売電するこ

と、事業者が利用可能な最良の技術、いわゆる BAT

の技術を採用すること、さらにはバイオマス混焼を

検討することで、最大限の温暖化対策を行うことと

しています。 
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5.情報公開 

No. 一般の意見 事業者の見解 

14 近くへの発電所の建設、嬉しいことです。 

最新技術での発電所はこれまでのものより効率

的なものとなり、国益に通ずる、ということでしょ

うから、また自治体としても協力業者も含め雇用も

いくらかは発生し、喜ばしいことでしょう。 

なぜ地元などに嫌われていることがあるかと言

えば、公害発生の懸念。 

勿論、それを認識されての、「環境影響評価方法

書の縦覧および説明会」なのでしょう。 

こんないいものを稼働させます。公害対策は最新

の技術で行っていきます。が、企業の意気込みで

しょう。 

どうぞ、地域住民に広くご説明いただきたいもの

です。予備調査も地域の状況なども充分調査をなさ

れ、計画をお進め下さい。長浦の体育館での説明会

は音響的に不備があるようで、聞き取りにくく、近

くにいらした担当者に、2 回も改善をお願い出まし

たのに、動かず、処置されませんでしたので、説明

会者席に向かってお願いしたりしました。地元の方

は体育館のことをご承知だったのでしょう、教えて

くれたすかりました。 

公害を出さない！との信念、どの企業も同じで

しょう。 

煙や水の排水前のチェックを充分になされ、その

測定値は地元自治体へ同時表示させることも大事

かと思います。 

洗濯物を汚さないよう、光化学スモッグを出さな

いよう、魚介類への、海苔養殖への影響を及ぼさな

いよう、お願い致します。 

予備調査では、水温上昇に弱いと思われる種をい

くつか選定され、また海苔につきましてもその影響

調査など行われれば、より説得性がもてることと思

います。 

貴重なご意見として拝受します。 

説明会ではご不便をおかけし、大変申し訳ござい

ませんでした。以降の環境影響評価準備書の説明会

では、頂きましたご意見を踏まえ、より良いものと

なるよう、努めて参ります。 

発電所から排出される排ガスや一般排水につい

ては、法令等に基づく基準に適合するよう、適切に

管理します。なお、測定値の公表につきましては、

地元自治体と協議・検討していきます。 

排ガスによる大気質への影響については、窒素酸

化物、硫黄酸化物、ばいじん及び重金属等の微量物

質に対し、適切な環境保全措置を講じることで、可

能な限り低減します。 

温排水による海生生物への影響については、本事

業では表層放水方式と比べ温排水の拡がりを低減

できる水中放水方式の採用、より冷たい海水が利用

できる深層取水方式の採用及び取放水温度差を管

理する等により、可能な限り低減する計画としま

す。 

これらの内容は、環境影響評価準備書に取りまと

め、縦覧や説明会を通して地域の皆さまへ周知を図

るとともに、再度、ご意見をお聞きした上で、環境

影響評価書として取りまとめます。 

今後とも、本事業につきまして、地域の皆さまの

ご理解を賜れるよう、努めて参ります。 
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No. 一般の意見 事業者の見解 

15 情報公開について  

環境アセスメントにおいて公開される資料は、縦

覧期間が終了しても閲覧できるようにするべきで

ある。また、期間中においても、印刷が可能にする

など利便性を高めるよう求める。これについては、

環境省が平成 24 年「環境影響評価図書のインター

ネットによる公表に関する基本的な考え方」におい

て、インターネットでの公表について「法定の公表

期間後であっても、対象事業に対する国民の理解や

環境保全に関する知見の共有・蓄積といった観点か

ら、インターネットを利用した公表を継続すること

が望まれます。」と記述しているとおり、継続した

情報提供の必要性を示している。さらに、同書では

「インターネットにより公表されている環境影響

評価図書の閲覧及びダウンロードに要する費用は、

無料とします。また、法定期間後も継続してイン

ターネット上で公表する図書など、自主的にイン

ターネットで公表する図書の閲覧及びダウンロー

ドに要する費用も、無料とすることが望まれます。」

としているとおり、方法書などの環境影響評価図書

のダウンロードを無料で行うことも推奨している。 

さらに、インターネットの公表期間を限定し、ダ

ウンロードやコピー、コピー＆ペースト機能にも制

限をかけることについて、本方法書の第 7章「1-2 表

(7)一般の意見に対する事業者の見解」の中で「当社

以外が作成した地図等を含むことから、無断複製等

の著作権に関する問題が生じないよう留意する必

要がある」などと説明されているが、地図の引用元

である国土地理院では「認めるか認めないかは作成

者が決めること。承認は必要無い」としており、イ

ンターネット上の公開については問題ないはずで

ある。 

（縦覧期間について） 

方法書及び要約書の縦覧期間については、環境影

響評価法に基づき一月間（平成 28 年 2 月 1 日から

平成 28 年 3 月 1 日まで）としましたが、当社事務

所と当社ホームページについては、意見書の受付期

間（平成 28 年 2 月 1 日から平成 28 年 3 月 15 日ま

で）において閲覧できるよう配慮いたしました。 

 

（印刷、ダウンロード等について） 

方法書等の環境影響評価図書のインターネット

での公表は、より多くの方々から「環境の保全の見

地からの意見」を求めるために実施していますが、

インターネット上に公表される情報は複製や加工

が容易であることから、目的外での利用を防止する

ため、公表に当たっては配慮が必要と考えていま

す。 

また、環境影響評価図書は、作成した当社が著作

権を有するとともに、その中には当社以外の者が作

成した地図、写真、図形等や当社の技術ノウハウが

含まれており、その流出を阻止しなければなりませ

ん。 

以上のことから、環境影響評価図書をインター

ネットへ公表するに当たり、ファイルの編集、ダウ

ンロード、印刷等ができないよう措置させていただ

きました。ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

 

環境の保全の見地以外からのご意見 

No. 一般の意見 事業者の見解 

1 安全で低価格な電力を望んでいます。 貴重なご意見として拝受します。 

環境面は勿論のこと、安全を大前提に低廉で安定

的な電気が供給できるよう、努めて参ります。 

 


